
北九州市保育士・保育所支援センター（無料職業紹介所）の 

業務運営に関する規程 

 

第１ 開所日 

１ 北九州市保育士・保育所支援センター（無料職業紹介所）（以下、支援センターとい

う）の開所日は月曜日から金曜日で、時間は１０時００分から１８時００分までです。 

 

第２ 求 人 

 １ 支援センターは、北九州市内の認可保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小

規模保育事業所及び事業所内保育事業所（以下、「保育所等」という。）からの保育士、

給食調理員、栄養士、看護師及び事務員（以下、保育士等という）の、求人の申込を

受理します。 

   ただし、その申込みの内容が法令等に違反したり、賃金労働時間等の労働条件が通

常の労働条件と比べ、著しく不適当である場合は受理しません。 

２ 求人の申込みは、求人者が所定の労働条件（業務内容、賃金、労働時間、その他の

雇用条件）を明らかにした求人票により、支援センターにお申込みください。直接来

所できないときは、郵便、ファックスまたは電子メールでも差し支えありません。 

 なお、求人票は支援センター、区役所保健福祉課に備え付けのほか、支援センター

ホームページよりダウンロードできます。 

 ３ 求人の申込みの取り消しまたは内容を変更する場合は、所定の様式により支援セン

ターに届け出てください。 

 

第３ 求 職 

 １ 支援センターは、北九州市内の保育所等に就職を希望するすべての保育士等に関す

る限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 

 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。 

 ２ 求職申込みは、オンラインでお申込みをするか、本人が直接支援センターに来所さ

れ、所定の求職票によりお申込みください。直接来所できないときは、郵便、ファッ

クスまたは電子メールでも差し支えありません。なお、求職票は支援センター、区役

所保健福祉課に備え付けのほか、支援センターホームページよりダウンロードできま

す。 

 ３ 求職の申込みの取り消しまたは内容を変更する場合は、所定の様式により支援セン

ターに届け出てください。 

 

第４ 紹 介 

 １ 求職の方には、そのご希望と能力に応ずる職業に就くことができるよう極力支援い

たします。 

 ２ 求人の方には、そのご希望に適合する求職者を極力お世話いたします。 

 ３ 紹介に際しては、求職の方に、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間そ

の他の雇用条件をあらかじめ書面により交付または電子メールの使用により明示しま

す。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面による交付ま

たは電子メールの使用による明示ができないときは、電話等により明示を行います。 

 ４ 求職の方を求人者に紹介する場合には、支援センターが発行する紹介状を持参して

求人者の面接を受けていただきます。 

 ５ いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の支援を行います。 

 



 ６ 支援センターは、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業または作業閉

鎖の行われている間は、求人者に紹介をいたしません。 

 

第５ 相 談 

 １ 支援センターは、潜在保育士や保育士資格取得希望者からの、就職や資格取得等に

関する相談をお受けします。 

 ２ 支援センターは、現役保育士等、保育所等に勤務する方から、仕事に関する悩み事

などの相談をお受けします。 

 ３ 前項の相談内容が、職業安定法等の関係法令に抵触し、施設側への指導等が必要と

見込まれる場合には、速やかに市関係課及び関係機関へ連絡する等の対応を行います。 

 

第６ そ の 他 

 １ 支援センターは、求人及び求職の申込みにより紹介・あっせん等を行いますが、求

人者・求職者双方に対し雇用を確約するものではありません。 

 ２ 支援センターは、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合、迅速、適切に

対応いたします。ただし、労働条件などについては、求人者と求職者の合意によるも

のであり、トラブルが生じても北九州市及び支援センターはその責任を負いません。 

 ３ 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から支援センターに対して、その

報告をお願いします。また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかった

ときにも同様に報告をお願いします。 

 ４ 支援センターは、求職者または求人者から知り得た個人的な情報を、「個人情報適正

管理規程」に基づき、適正に取扱います。 

 ５ 支援センターは、求職者から知り得た個人情報は、職業紹介や就職支援等に利用し

ます。 

 ６ 支援センターは、求職者または求人者に対し、その申込みの受理、面接、紹介等の

業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合

の組合員であること等を理由として、差別的な取扱は一切いたしません。 

 ７ 支援センターの取扱職種の範囲等は、職種は保育士、給食調理員、栄養士、看護師

及び事務従事者とし、地域は求人者については北九州市内、求職者については国内と

します。また、求人者は保育所等となります。 

 ８ 支援センターは、求人及び求職の申込者が、次のいずれかに該当する場合、管理簿

から削除し、以後紹介を行いません。 

  (1)支援センターの紹介により、雇用が決定したとき 

  (2)求人票または求職票に記載された有効期限を満了したとき 

  (3)当事者から、申込みに係る取り消しの届け出があったとき 

  (4)半年以上、当事者と連絡が取れないとき 

  (5)その他申込者として、不適格と認められる事実を確認したとき 

 ９ 支援センターは、無料職業紹介事業を終了するときは、管理簿に現状登載された求

人者及び求職者に対し、その旨をお知らせします。 

１０ 支援センターの業務の運営に関する規程は以上のとおりですが、支援センターの業

務はすべて、職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不明な点

は係員におたずねください。 

 

 

令和５年４月 1日 

北九州市子ども家庭局子ども家庭部 保育課長 

 



北九州市保育士・保育所支援センター個人情報適正管理規程 

 

 

１ 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、子ども家庭局子ども家庭部

保育課指導係職員、保育士・保育所支援センター職員及びウーマンワークカ

フェ北九州総合受付職員（以下「取扱者」という）とし、個人情報取扱責任

者は、職業安定法第３２条の１４に規定された職業紹介責任者（以下「職業

紹介責任者」という）とする。 

 

２ 職業紹介責任者は保育課保育指導担当係長及び保育士・保育所支援センタ

ーのコーディネーターとし、取扱者に対し、個人情報取扱いに関する教育・

指導を年１回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも５

年に１回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。 

 

３ 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求

があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事

実に基づく情報の開示を、遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき

訂正（削除を含む。以下同じ）の請求があったときは、当該請求が客観的事

実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。 

 

 

４ 求職者等への個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出

があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をする

こととする。 

  なお、個人情報の取扱に係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者とする。 

 

 

５ 個人情報の取扱については、本規程に定めるもののほか、個人情報保護法

を遵守し、適正に行うこととする。 

 

 

令和５年４月１日 

北九州市子ども家庭局子ども家庭部 保育課長 

 


